
機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（先天性障害:耳用)】

障害年金の初診日に関する調査票【先天性障害：耳附】

’ 本調査票は、初診日を審遼寸一る際の資料となるもので誕
◎汝のことにお答えください。

1．聴力障害について、幼児期に家族から又は学校の健康診断等で、何かいわれて医療樅I淵に行っ

たことがありましたか。

pいわれたことはない

口昭和・平成 年 月 日頃受診した（受診腫旅機関名 ）

2．砿当する項目にゾを記入のうえ、識当日と当時の聴力を記赦してください。

口障害雛礎年金請求20歳時（昭和・平成 年 月 日）における聴力

ロ障害厚生年金舗求厚生年金資枯取得時（昭和・平成 年 月 日）における聴力

右耳 ( dB) 左耳 ( dB)

3．隠力が落ちてきたことにいつごろ気づかれました力も

昭和・平成 年 月 日頃

4．あなたの聴力の経過について、記入してください。

※中学校卒案から微年蛎位でわかる範囲で記入してください。

左 耳右 耳経 過

中学校卒業時

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭伽・平成 年 月

昭椥・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭,和・平成 イi畠 月

”
｜
姻
一
池
一
超
－
順
一
地
一
畑
一
“
｜
畑

心
一
姻
一
岻
一
姻
一
躯
一
姻
一
”

昭和・平成 年 月 。B

昭,和・平成 年 月 〔lB

上記のとおり回答します

平成 年 月 日

住所

綴告瀞

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました｡

回答内容を群議した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人勝報は、独立行政法人等の保有する個人愉報の保護に関する法律に雛づ

き、適切に取り扱われ震す。

－

、
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
2審査

■■■■■■

【障害年金の初診日に関する調査票（先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用)】

|蹴害年金の初診側に関する調査票【先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用】|蹴害年金の初診側に関する調査票【先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用】

’’’’ 本調迩腰は、初診日を審鎌する際の資料となるものです。本調迩腰は、初診日を審鎌する際の資料となるものです。

◎次のことにお答えください画

l .股関節の手術（骨切術、人工関節、人工掛頭など）をされている場合は、手術前のレントゲン

フィルムを提出してください。手術をされていない場合は、一番占いレンI､ゲンフィルムを提出
してください。

（提出できない場合は、以1ごにその理由をご記入ください動 ）

（ ］
2．学校（小学校、中学校、淘校等）での体育の実技は、他の生徒と同じようにできましたか。ま

たは、股関節の不自由が原因で見学することがありましたか。

（ ）
3. 0歳から20歳までの股|胤節の治療の経過を記入してください鋤

◎次のことにお答えください画

1 ．股関節の手術（骨切術、人工関節、人工掛頭など）をされている場合は、手術前のレントゲン

フィルムを提出してください。手術をされていない場合は、一番占いレンI､ゲンフィルムを提出
してください。

（提出できない場合は、以1ごにその理由をご記入ください動 ）

（ ］
2．学校（小学校、中学校、淘校等）での体育の実技は、他の生徒と同じようにできましたか。ま

たは、股関節の不自由が原因で見学することがありましたか。

（ ）
3． 0歳から20歳までの股|胤節の治療の経過を記入してください鋤

症状の経過症状の経過受診の状況受診の状況年令

0歳～5歳

年令

0歳～5歳

’
6歳～10歳6歳～10歳

11歳～15歳11歳～15歳

16駁～20"16駁～20瀬

治療の経過、治療の経過、 医師から医師から受診医療磯関名及び通院101間受診医療磯関名及び通院101間 受診回致受診回致 入院jWI間入院jWI間受診した受診した期間は、期間は、斑斑

ていない期間にていない期間にーー転i蟹・受診中止の理由などを記入してください。転i蟹・受診中止の理由などを記入してください。 またまた 受診し受診し指示された事項、指示された事項、

の程度、 日の程度、 日 職生活の状職生活の状況などについて況などについて 具体的I具体的Iこ記入してくだこ記入してくだ
幸幸

自覚症状自覚症状その理由、その理由、ついてはついては 管管

1，⑤
－
1，⑤
－

上肥のとおり回答します。

平成 賑 月 日

依所

報告背
氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人傭報は、独立行政法人靜の保有する個人怖標の侃謹に関する法律に基づ

き、適切に取り扱われます。

上肥のとおり回答します。

平成 賑 月 日

依所

報告背
氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人傭報は、独立行政法人靜の保有する個人怖標の侃謹に関する法律に基づ

き、適切に取り扱われます。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（糖尿病用)】

障害年金の初診Iﾖに関する調査票【繍尿病用】

’ 本網迩票は、初診日を審査する際の資料となるものです。
◎次のことにお答えください。

1．倦怠感・身体の不綱・口渇等を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、そのときはどのような

状態でしたかb

昭和・平成 年 月 日

］（状態

2． 健康診断等で尿に糖が出ていることを指柵されたことはありますか

）昭・平 年 月 日ロ指摘あり（検迩ﾛ

ロ撮摘なし

険査結染（写）を添付してください。その検査日以降のすべ工の3． （2で指摘ありの場合）

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

ロ保管されているすべての検迩結果（写）を添付した。 （他にはない）

ロイ分に確認したが、添付できる検迩結果が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結染ですぐに畷療犠関を受診しましたか。

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療様間名（

□すぐに受診しなかった

（理由及び健康鯵断の指摘後、受診するまでの間の体調）

1

）

1〔
'二記のとおり回答します画

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （続砺 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を群通した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人僻報は、独立行政法人等の保有する個人捕報の保謹に側する法搾に雄づ

き、適切に取り扱われます。

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

2審査

【障害年金の初診日に関する調査票（腎臓･膀胱の病気用)】

障害年金の初診ロに関する調査票【腎臓≦膀胱の病気用】障害年金の初診ロに関する調査票【腎臓≦膀胱の病気用】

’’|本鯛迩票は､初診日を群征する際の溌料となるものです。|本鯛迩票は､初診日を群征する際の溌料となるものです。
◎次のことにお答えください瞳

1 ．身体の不調・むくみ等を自覚されたの絃、いつ頃ですか“また、そのときはどのような状態で

したか。

◎次のことにお答えください瞳

1 ．身体の不調・むくみ等を自覚されたの絃、いつ頃ですか“また、そのときはどのような状態で

したか。

昭和･平成 年 月 日昭和･平成 年 月 日

11［［
状態状態

2． 健康診断等で尿に顔白が出ていることを指摘されたことはありますか

ロ指摘あり （検迩日：昭・平 年 月 日）

2． 健康診断等で尿に顔白が出ていることを指摘されたことはありますか

ロ指摘あり （検迩日：昭・平 年 月 日）

ロ指摘なしロ指摘なし

3． （2で措嫡ありの場合)その椀逝日以降のすべて塗検迩結果（写）を添付してください。3． （2で措嫡ありの場合)その椀逝日以降のすべて塗検迩結果（写）を添付してください。

※事業所に保櫛されている場合もありますので、砿認してください。

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した。 （他にばない）

ロ十分に砿諺したが、添付できる検迩結染が残っていない。 （ひとつもない）

※事業所に保櫛されている場合もありますので、砿認してください。

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した。 （他にばない）

ロ十分に砿諺したが、添付できる検迩結染が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療機関を受診しましたか。

口寸-ぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療搬関名（

口すぐに受診し欺かつた

（理由及び雌雄診断の指摘後、受診するまでの間の体澗）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療機関を受診しましたか。

口寸-ぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療搬関名（

口すぐに受診し欺かつた

（理由及び雌雄診断の指摘後、受診するまでの間の体澗）

II

））

11〔〔
上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告肴

氏名 印 （統緬 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を辮逝した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人情報は、独立行政法人等の保有する個人情報の保謹に関する法鰍に基づ

き、適切に取り扱われます壜

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告肴

氏名 印 （統緬 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を辮逝した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人情報は、独立行政法人等の保有する個人情報の保謹に関する法鰍に基づ

き、適切に取り扱われます壜
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
2審査
一

U

【障害年金の初診日に関する調査票（肝臓の病気用)】

隙害年金の初診日に関する調査票【Ⅱl:職の病気用】

’承調査票は、初診日を審査する際の資料となるものです。’
＠次のことにお答えください鰹

l、倦怠感・身体の不調・むくみ鎌を自覚さ奴たのは、いつ頃ですか耐また、そのときはどのよう

な状態でしたか。

昭和・平成 年 月 日

］［状態

2． 健康診断等で肝職能障密を指摘されたことはありますか“

）昭・平 年 月口指摘あり （検錘日

ロ指摘なし

日

(写）を添付してください。その検査日以降のすべての検謹結果3。 （2で指摘ありの場合）

※事業所に保管されている場合も‘ありますので、確認してください。

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した。 （他にはなし､）

ロ＋･分に確認したが、添付できる検迩結果が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療機関を受診しましたか。

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）医療朧1割名（

ロすぐに受診しなかった

（理由及び健康診!研の指摘後、受診するまでの間の体調）

I

）

］［
上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

住所

報告肴

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました画

回答内容を群通した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人傭報鐵、独立行政法人輔の保有する個人備報の保護に関する法律に雌づ

き、適切に取り扱われます。

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

2審査
4

【障害年金の初診日に関する調査票（心臓の病気用)】

障害年金の初診日に関する調査票【心臓の摘気用】障害年金の初診日に関する調査票【心臓の摘気用】

|本澗迩票は､初診日を審査する際の賛料となるものです．|本澗迩票は､初診日を審査する際の賛料となるものです．
◎次のことにお答えください。

1．身体の不測・むくみ諺を自覚されたのは、いつ頃です恥また、そのときはどのような状態で

したか。

昭和・平成 年 月 日

◎次のことにお答えください。

1．身体の不測・むくみ諺を自覚されたのは、いつ頃です恥また、そのときはどのような状態で

したか。

昭和・平成 年 月 日

］］［［状態状態

健康診断鎌で心朧能障害を指続されたことはありますか。

指摘あり （検査日：昭・平 年 月 日）

健康診断鎌で心朧能障害を指続されたことはありますか。

指摘あり （検査日：昭・平 年 月 日）

2．2．

ロ備滴あり

ロ指摘なし

ロ備滴あり

ロ指摘なし

その撞遊日以降のすべての検恋結果（写）を添付してください。その撞遊日以降のすべての検恋結果（写）を添付してください。3． （2で指撫ありの場合）3． （2で指撫ありの場合）

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

ロ保管されているすべての検迩結果（写〉を添付した。 （他にはない）

ロ ー{･分に確露したが、添付できる械迩結果が残っていない。 （ひとつもない）

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

ロ保管されているすべての検迩結果（写〉を添付した。 （他にはない）

ロ ー{･分に確露したが、添付できる械迩結果が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療機関を受診しましたか

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）朧療朧関名（

ロすぐに受診しなかった

（理由及び腿康診断の指摘後、受診するまでの間の体調）

（2で指摘ありの場合）健康診断の結果ですぐに医療機関を受診しましたか

□すぐに受診した（昭・平 年 月 日）朧療朧関名（

ロすぐに受診しなかった

（理由及び腿康診断の指摘後、受診するまでの間の体調）

II

））

11〔〔
上記のとおり回答しますも

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を祷変した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください&

※ご記入いただいた個人情報は、独立行政法人捺の保有する臓人箭報の保纏に閲する法維に盤づ

き、適切に取り扱われます。

上記のとおり回答しますも

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印 （続柄 ）

※ご回答ありがとうございました。

回答内容を祷変した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください&

※ご記入いただいた個人情報は、独立行政法人捺の保有する臓人箭報の保纏に閲する法維に盤づ

き、適切に取り扱われます。

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
2審査

■

【障害年金の初診日に関する調査票（肺の病気用)】

障害年金の初診日に関する調査票【肺の病気用】

本調迩票は、初診日を審査する際の資料となるものでず~b’
◎吹のことにお答えください。

1．身体の不訓・呼吸困難（息切れ、 ,@､砦しさ）零を自馳されたのは、いつ頃ですか。また、その

ときはどのような状態でしたか唾

昭和・平成 年 月 日

］［
状態

2． 健康診断等で肺擬能陳害を指摘されたことはありますか。

）昭・平 隼 月 日ロ楕獅あり （検迩Iヨ

ロ指摘なし

(写）を添付してください。その検査日以降のすべての検迩結果3． （2で指摘ありの場合）

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

ロ保管されているすべての検査結果（写）を添付した。 （他にはない）

ロ ｜･分に確認したが、添付できる検燕結果が残っていない。 （ひとつもない）

（2で指摘ありの鰐合）健康診断”結果ですぐに医旅機関を受診しましたかc

ロすぐに受診した（昭・平 年 月 日）腿療機関箔（

□すぐに受診しなかった

（理由及び健康診断の指摘後、受診するまでの間の体調）

I

）

1｛
上記のとおり回答します

平成 年 月 日

住所

報告者

氏名 印礒柄 ）

※ご回答ありがとうございました琴

回答内容を群通した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おきください。

※ご記入いただいた個人傭報は、独立行政法人綜の保有する個人怖報の保謹に関する法律に基づ

き、適切に取り扱われます。

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） ､

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

3認定
ロ

3－1 障害年金審査支援ツールへの登録

止’
ロ障害年金審査支援ツールに診断書情報(傷病名､初診日等認定に必要

な項目)を入力する。

惨照】

障害年金審査支援ツール
の罵乍マニュアルについ
ては､【給付指2016-67)
別添1参照

3－2認定の事前準備

(1)障害状態認定調書の作成

’’ 口障害状態認定調書(以下｢認定調書｣という｡）を作成する。 【参照】

精神障害については、飴
付指2016-67】「別添5
精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要詞P5参照

①作成した認定調書は診断書の上側にホチキス留めする。

②認定調書に受付番号を記載し､下記の順にホチキスで留める。

1．認定調書

2.等級目安確認シート

3．認定日の診断書

4.請求日の診断書

5.障害者手帳等の写し

6‘受診状況等証明書･受診状況等証明書が添付できない申立書
7.第三者証明書

8.その他初診日を証明する書類

9.病歴･就労状況等申立害

10.その他

③診断書に記載された傷病名との間の相当因果関係の有無等､個別に障害

認定医に対し初診日に関する確認事項がある場合は､認定調書の事務連絡

欄に記載する。

④複数回の認定を行う場合は､原則認定ごとに新しい認定調書を作成する｡な

お､例外的に同じ認定調書を複数回の認定に使用する場合は､認定結果が区

別できるよう記入する。

⑤診断書の記載内容等を確認し､障害等級の目安､障害認定医への確認事

項等を認定調書に記入する。

惨照】
認定依頼にかかる事務取

扱については、 【給付指
2016-67】別添4を参照

(2)過去の認定関係書類の確認

’口過去の認定における資料が必要な場合は､写しを添付する。

障害認定医に認定関係書類を預ける場合は､控えとして写しを取得する｡提出

された診断書の記載内容により過去の認定時資料(届書･診断書･認定調書･そ

の他参考資料)が必要となる場合蓉過去の認定時資料が年金事務所等に保管

されている場合は､審査担当者から年金事務所に対して送付依頼をする。

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

3認定

(3)総括表の作成

’ □ 「総括表｣を作成する。
口総括表に審査依頼件数を記入する。

□ 「総括表｣を作成する。

口総括表に審査依頼件数を記入する。

総括表に表示する番号は｢認定年月日一障害センターｺｰド(70～89)一枝番」

とする。

(4)年金給付受付システムへの登録

’ 口年金給付受付システムに｢認定中｣の登録を行う。口年金給付受付システムに｢認定中｣の登録を行う。

ヴ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
3認定

■

■■

【総括表〕

総括表 別紙1

N⑥

別添のとおり塞害Lたことを疎肥するu以下の届書等について．

｜ ’平成 年 月 日

審牽禾華手除
数

嚢黛町瑛)菰
壺砂ｸ華全

薩査塵簸儒歎
￥酉写■幹甘口1

小齢届書箒 套差依親件数 審壷完了佳壁

(置考）
新鐙霊室

0 0

再璽室
0 0

その他
0 0

）（

その他
0 U

（ １

その他
0 0

（ ）

合酷 0 0 00 0

燕1望定調毒毎に挿印あある曝合は､羨悉呼淡>者'よ､鹿定別書零に塑這印が押印されているか霊腿し､ﾁｪｯｸ桐にゾを挺入する筐と

※2決裁(専湊)者は､各禰の件致が正しいか琉塑し､ﾁｪｯｸ観にヅを記入すること薯
※3決躍は浬宣臼単位で行うことc

【総括表(記入例)］

，別紙1(肥入例〉

－F厩順当

一

一[で幕Z扇雨付番と芯る｢鰯 1
1

’｜｜
、

鴎定明言等に麗定内容が正しく肥戦されているこ‘とを砿陛した
上で塑壼医印書押印してください．

■I ﾛ■

I
以下の届書等について.別猛のとおり審垂したことを航麗寸.る。

溌講籠潔鵜鰐羅
は、庚銭（専決）者は．鯉定鯛

霜侭浮學蕊鶏縛蕊
入してください且

は、

霜
入し

’ ’
審登依碩件数を露入してください．
（前向篝害縫緩となっているものも含む室 ）

専成堂7年9月 1日

_処世と|萱護Z|’

鵠
可

40

篭溌濡塞蚕幽壊仔致
､旧”W■■1

届書零 軍審語了紳致

I
(疽考】

新甥菱窪

Tl ~戸、
ｌ
Ｖ
～~

－

2

再里定

～_
画

その日に審査が*：わらなかった
件数を妃入してください｡その他

0

（ ）

その他
0

ｊ
雑
「
「
Ｉ

（ ）

審壷が完了した件数を妃入してください｡
(前同塞弄提続となっているものも含む.）謡蕊耀鯛溌総謝、 ’｜

－

‘/・31 5 36 6

“ 」上｡ ’ ソ

一コ

3631

0 1%その他

雲霧鱗蕊
（ 』

窒驚 42

浬定｡W書等毎に押印のある塔舍は､決錠(専決)者は､盟定明審等に塑定印が押印されているか磁淫し､チ雲ﾂｸ顎に‘を記入すること遍

蕊騨鑿籍堕談力唾しいか蕊麗し､ﾃｴﾂｸ鯛に'謹聴入する星と。
１
２
３

※
※
※

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

3認定

【障害状態認定調書(新規裁定用)】
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【障害状態認定調書(新規裁定用)作成･記入の留意事項】

障害状態麗定調書(新規裁定用)作成･記入の留意事項障害状態麗定調書(新規裁定用)作成･記入の留意事項〆 、

脅鰐零総，
豚緑f篭謎嘩麗遥遥
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L ノ
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《狸定印》

犯定馴書‘毎に塑定印を押

印する壌合はこちらに押

印してください患

《狸定印》

犯定馴書‘毎に塑定印を押

印する壌合はこちらに押

印してください患

DBD

鯨沸状悠螺瀧劉齢,函哨鹿4円、 、『－一一aへ?炉巫、『－一一aへ?炉巫 I
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ロ ’一
一

II
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一N一言壼定一戸一言z竃■ － 一匹。 ■．．等ﾐﾆ… 弄善●毎守寺写
ⅦⅦ

〈特に考慮した平項の要号〉

:噂濡麗穏溌
哩となる事項の番号を1-2つ
《6つまで謹寄織篭入して
いた耀いて〈膳さいェ（ガｲ
ﾗｲﾝ事趨釦裂要鬮P鱈嬰璽》
激ガイドラインの対象となる
場含のみ認蓮してくださいと

〈特に考慮した平項の要号〉

:噂濡麗穏溌
哩となる事項の番号を1-2つ
《6つまで謹寄織篭入して
いた耀いて〈膳さいェ（ガｲ
ﾗｲﾝ事趨釦裂要鬮P鱈嬰璽》
激ガイドラインの対象となる
場含のみ認蓮してくださいと

｜ ・
②｜ ：

〈哩窒医踞入棡〉

鋒定医に腿定縮果を混入し

ていた驚いてください､珍登

の給果切除日むどが中立

鱒1

<哩窒医踞入棡〉

騨定医に腿定縮果を混入し

ていただいてください､珍登

の給果切除日むどが牢立
てと典なる納巣となった鳩
合､その瓊虫及び誌査維果1

を②に明記していた腱いて
く麓さい．
※担当蕃献理幽踊を記入

する場合は伽を使用してく
ださい．
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
3認定

Q_

3－3認定依頼

(1)認定依頼

’’
口内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､障

害認定医へ認定の依頼を行う。

惨照】

精神障害については､【給
付指2D16-6~7】｢別添5
精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領｣P8～10，11，15
～18参照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印する場合＞

①障害認定医は､認定調書の【認定医記入欄】に認定結果を記入し､【認定医

の押印欄】に押印する。

「精神の障害に係る等級判定力ｲドﾗｲﾝ｣(以下､「がｲドﾗｲﾝ｣という｡）の適

用対象となる認定の場合は､｢精神の障害に係る等級判定がｲドﾗｲﾝ事務処

理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄]以外の桶に記入した時は､障害認定医

が記入したことが明確にわかるよう記入箇所近くに押印を行うこと。

認定結果が不支給､却下､等級下げ又は支給停止となる場合は､障害認定

医が認定結果を記入し､その認定理由について障害認定医又は担当者若しく

は両者が必ず記入すること。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄]を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不支給理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書に記入す

る。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･ｺﾒﾝﾄは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障害

認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書に認定結果が正しく記入されていることを確認し、

総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書に記入漏れ等がないか確認する。

【参照］

認定依頼にかかる事務取
扱については､【給付指2
016=67】別添4を参

照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印しない場合＞

①障害認定医は､認定調書等の【認定医記入欄]に認定結果を記入する。

分ｲドﾗｲﾝの適用対象となる認定の場合は､｢精神の障害に係る等級判定ガ

イドライン事務処理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことを担当者が明確にわかるよう｢上記については障害認定医による

記載のものです｡｣等の文言を記入すること。
一 ロ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

3認定

認定結果が不支給､却下､等級下げ又は支給停止となる場合は､障害認定

医が認定結果を記入し､その認定理由について障害認定医又は担当者若しく

は両者が必ず記入する。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不支給理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書等に記入

する。

ア障害認定医との認定に閏する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･コメントは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障

害認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書等に認定結果が正しく記入されていることを確認

し､総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書等に記入漏れ等がないか確認する。

(2)複数の障害認定医に対する認定依頼

’’

＜別の障害認定医に対して医学的な意見を求める場合＞

以下のような事案に該当する場合は､判断困難対応者に確認した上､別の障害

認定医に対して医学的な意見を求め､より慎重な判断を行う。

・ 障害認定医より､地域の実情(就労支援の状況など)を勘案すべきとの指

摘のあった事案。

・ 障害認定医より､当該障害に対してより専門性を持つ障害認定医の医学

的判断が必要との指摘があった事案。

、 障害状態の判断等について､高度な医学的判定が必要とされる事案。

ロロロロロロロ■e、一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻

4－1 返戻

内容審査の結果､整備できない不備､又は必要な書類が添付されていない年金

請求書については､原則として受付拠点(市区町村､年金事務所又は街角オフィス）

を経由して請求者へ返戻する｡また､障害年金センター直送分については､原則とし

て障害年金センターから請求者に返戻する。

なお､年金給付受付システムには返戻の理由を具体的に登録する。

鰄園

届書を返戻せず､本人照会
を行い､処理を保留する場
合は､専用のBOX(赤色）
で保管し､年金給付受付シ
ステムの処瑳状態等｢本人
照会日」を登録する。

本人照会が終了した場合
は､処理賦態等｢本人照会
済日」を登録する。

(1)市区町村･年金事務所･街角オフィスの窓口受付分

(1)－1市区町村･年金事務所･街角オフィスへの返戻処理

窓口受付した市区町村､年金事務所又は街角オフイスヘ返戻する。

①返戻文書の作成

口市区町村受付分は､年金給付受付システムにおいて外部返戻情報登録

画面より｢外部返戻作成中｣を登録後､外部返戻送付票を作成し､決裁

を受ける。

口年金事務所又は街角オフィス受付分は､年金給付受付システムにおい

て内部返戻情報登録画面より｢内部返戻作成中｣を登録後､内部返戻

送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

受付拠点に応じ､年金給付受付システムの｢外部返戻登録｣機能又は｢内

部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)を設定する。

②返戻文書の送付

口上長の決裁後､年金給付受付システムに処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､窓口受付した市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ返戻す

る。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

字一
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4返戻

(1)－2市区町村･年金事務所･街角オフィスへの照会

審査において､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､窓口受付し

た市区町村､年金事務所又は街角オフィスに対して照会を行うときは､以下の手順

で行う。

①市区町村･年金事務所･街角オフィスへの照会の方法･書類の保管

口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへの照会は､口頭､電話又は文

書により行い、年金給付受付システムにおいて､メモ桐又は任意項目に

回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中｣を

登録する。

●回答期限

回答期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程

度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

｜

’

｜

’

口市区町村、年金事務所又は街角オフィスへ照会中の書類は個人で保管

せず､赤BOXに保管し､照会の内容.進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

ロ障害年金センターの担当者は､提出期限までに市区町村､年金事務所

又は街角オフィス担当者から回答がない場合は蕊提出期限の翌営業日

を含む5営業日以内に文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､上記（1）－1を参照の

上､該当する市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ年金請求書を返戻

する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻
■■■■■■■■■■■■■■■

（2）年金事務所･街角オフィスの郵送受付分

(2)－1請求者への返戻処理

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分については､障害年金センターで点

検･審査を行い､障害年金センターから請求者へ返戻する。

【参照】

郵送分の返戻については、
【品管情2014-61※】
参照

①返戻文書の作成

’’
口年金給付受付システムにおいて外部返戻情報登録画面より｢外部返戻

作成中｣を登録後､塾塾返戻送付票を作成し､決裁を受ける。

口年金給付受付システムにおいて外部返戻情報登録画面より｢外部返戻

作成中｣を登録後､塾塾返戻送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢外部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成

する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

②返戻文書の送付

’
口上長の決裁後､年金給付受付システムに処理状態等｢返戻送付jを登

録し､請求者へ返戻する。

口上長の決裁後､年金給付受付システムに処理状態等｢返戻送付jを登

録し､請求者へ返戻する。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

③再提出勧奨(返戻後の提出力撫い場合）

口担当者は、日々､年金給付受付システムを確認し､再提出期限までに返

信がない場合は､再提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に文書又

は電話により勧奨する。

●再勧奨の提出期限

再勧奨の提出期限は､再提出期限(1回目)から15日経過した日を設定

する。

●再提出がない場合

再提出期限(1回目)から15日経過しても提出がないものは､速やかに再

提出の有無を確認する｡再提出がない場合､システム登録者は｢外部返戻

済｣として､システム上の処理を完結する｡

ロ担当者は、日々､年金給付受付システムを確認し､再提出期限までに返

信がない場合は､再提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に文書又

は電話により勧奨する。
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4返戻

(2)－2請求者への照会

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分について､審査において､職員による

補正ができない不備が確認できた場合で､請求者に対して照会を行うときは､障害

年金センターから以下の手順で行う。

①請求者への照会の方法･書類の保管

’ 口請求者への照会は、口頭､電話又は文書により行い､年金給付受付シス
テムにおい乙メモ棚又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程度、

その他のものは原則1月程度)に設定する。

｜

’

’
口請求者へ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内

容･進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

口障害年金センターの担当者は､提出期限までに請求者から回答がない

場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話に

より勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する｡

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､(2)－1を参照の上､請

求者へ年金請求書を返戻する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻

(3)請求者からの直接郵送分

惨照】
郵送分の返戻について

は、【品管情2014-61
※】参照

(3)－1請求者への返戻処理

請求者から障害年金センターへ直接郵送で提出された年金請求書については、

障害年金センターで点検･審査を行い､障害年金センターから請求者へ返戻する。

①返戻文書の作成

上記｢(2)－1｣の①を参照する。

②返戻文書の送付

上記｢(2)－1｣の②を参照する。

③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

上記｢(2)－1｣の③を参照する。

(3)－2請求者への照会

請求者から障害年金センターへ直接郵送で提出された年金請求書について､審

査において､職員による楕正ができない不備が確認できた場合で､請求者に対して

照会を行うときは､以下の手順で行う。

①請求者への照会の方法･書類の保管

上記｢(2)－2｣の①を参照する。

②提出勧奨

上記｢(2)－2｣の②を参照する。

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
4返戻

(4)医師照会

医師照会とはへ障害年金センターから直接医療機関へ照会するものをいう。

照会の際には､その根拠を示すため､精神の障害については､必要に応じて｢障

害年金の診断書(精神の障害用)記載要領～記載にあたって留意していただきたい

ポイント～｣に言及することにより､適切かつ充足した内容となるよう促すこと。

事務担当者は､照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を取り

ながら状況を確認把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残す。

①医療機関への照会の方法･書類の保管

I
ロ医療機関への照会は､文書により行い､年金給付受付システムにおい

て､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢医療機関等照

会｣を登録する。

●回答期限

回答期限は回答に必要な相当の期間(1月程度)に設定する。

口照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内容･進捗

を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢医療機関等回答｣を登録する。

②提出勧奨

I’
口障害年金センターの担当者は､提出期限までに回答がない場合は､提出

期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢医療機関等回答｣を登録する。

ロ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻

【参考】 「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

(1)精神の障害にかかる本人等への照会について

口精神の障害については､障害認定医が日常生活及び就労に閏する状況

の詳細(病状等を含む｡)情報を収集する必要があると判断した場合は、

本人等に対しては､「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

を使用して照会を行う。

口精神の障害については､障害認定医が日常生活及び就労に閏する状況

の詳細(病状等を含む｡)情報を収集する必要があると判断した場合は、

本人等に対しては､「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

を使用して照会を行う。

【参照】

【給付指2016-67]「別

添5精神の障害に係る
等級判定ガイドライン事
務処理要領」Pg参照

企

①照会文書で照会する内容は､請求者等本人や家族の負担に配慮し､既に提

出されている各書類の記載内容から確認することが困難な事項に限ることとす

る。

②事務担当者は照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を

取りながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残す。

③「日常生活及び就労に関する状況について(照会)｣を送付する場合は､次の

点に留意する。

ア「障害年金にかかる日常生活状況等の照会について｣をあわせて送付する

こと。

イ既に提出されている各書類の記載内容から確認できている項目や､確認不

要となる項目は､あらかじめ斜線で抹消すること。

なお､斜線は職員が抹消したものか､本人等が抹消したものか区別するた

め､PC(エクセル)上で抹消対象の欄(セル)を｢セルの書式設定｣→｢罫線」

の設定により斜線を設定したうえで印刷したものにより照会すること。

ウ既定の項目に含まれない請求者(受給者)の個別の内容について照会をす

る必要がある場合には､照会様式の｢4.その他の事項にかかる下記設問に

詳しく記入してください｡｣欄を使用して照会すること。

なお､機構における事務統一の観点から、日常生活及び就労に関する状況

について本人等へ照会する場合は、内容の如何にかかわらず､この照会様

式を使用することとし､任意様式の書面を使用しないこと。

工照会文書の提出期限については､次表の目安を参考にして請求者等に過

度な負担とならないよう照会の内容に応じて十分な期間を設けて照会を行う

こと。

提出期限の目安照会事項

本人等のみが記載する申立書の追記等を依頼

する場合

「日常生活及び就労に関する状況について(照

会)｣の記載依頼

本人等を経由して医師照会を行う場合

照会事項

本人等のみが記載する申立書の追記等を依頼

する場合

｢日常生活及び就労に関する状況について(照

会)｣の記載依頼

本人等を経由して医師照会を行う場合

2週間程度2週間程度

2週間程度2週間程度

1月程度

「
4
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻
1

(2)提出期限後の督促

口期限を過ぎても本人等から｢日常生活及び就労に関する状況について

（照会)｣の回答が提出されない場合は､「障害年金にかかる日常生活状

況等の照会について(再依頼)｣を送付し､再度提出を求める。

(参考）等級判定を行うにあたり､次表に例示するケースは､請求者(受給者)又は

診断書作成医へ照会を行うことが望ましい場合である。

照会先及び照会事項 主なケース

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く齢参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書から日常生活及び就労に関する状況を

十分に読み取れない場合。

請求者(受給者)から、日常

生活及び就労に関する状況

の詳細に閏する情報を収集

する。

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書に記載された日常生活能力と比べ、「日

常生活及び就労に関する状況について(照会)」

から読み取れる程度が不整合である場合。

診断書作成医に対し､診断

書に記載された日常生活能

力の評価内容を確認する。

’

･診断書の内容が､認定に必要な事項の記載が

乏しいために､認定に支障がある場合。

診断書作成医に対し､記載

要領で示している内容に関

する確認や追記を依頼す

るb
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻

【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(1，2ページ）
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冬日謬生店I麺げる陣宮の影垣や罰旦我導飼■の澱からの里駒#詞L唾尻体的に墓入嘩く鍵い
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この書風は､堕害基廻《厚皇》年堂の＝にお産って.鯛東巻錘鎗考》ご本人の日常生活状現や
鰹裁二嬰才る状里雷興し<蓬腿させていた鑑く必要があると埋めちれた堪含に､お差りしています・
醒蛸l冠いた鰹､た円春鯵､宕査の漁糾と挙り毒b）

■一ー凸一一●･阜巴｡■－■●＝●■一一一一一二=~ ■●●●■｡●●ｰ令埼

|<'圃入輻嗣にご§延<礎い〉
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よく鯉通している方が肥入してください曇

O今回ご星会する内専は､蝿ごご提出いた値いている書瓢から誼認することが
困鮭蚕あったものとなり詞-℃日本年金侭柵が細竃した項目駆外の掴'二つい
ては.記入していただく必罫筆り車せ曲．
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Oこの書箇が損出されない珊古は.すでに担出された資軸で審壷壱させていた
膣<埋含があり虞ず．
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【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(3,4ページ）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について】

01之成XX年XX月XXI I

○○○○様

日本年金搬榊

○○○○○○○○

陳轡年金にかかる'1常生活状況等の照会について

11頃より年金制度の遮営に対するご理解とご協力をいただき、ありが

とうございます。

あなた様より［納求／届出]のありました○○○○○○を審熾したとこ

ろ、提1l1書類に記戦された内容に加えて、 個常生活及び就労の詳しい松

況に関する澗査が必要となりました。つきましては、別添の様式「11常

生活及び難労に関する状況について（照会)」をご記入の上、 l薔記の提出

期限までにご提111ください。

提出期限平成XX年XX月XXp

お手数をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

なお、やむを得ない理由等により提出期限までの対応が閲難な場合や

不明な点がある掛合は、下記までお問合せください。

※擬州期限までに提州がない聯合は、現在提慨していただいている書葱のみ

で群査を進めさせていただく蝿合がありますので、ご承知おきください。

【お問い合わせ先】

〒XXX-XXXX

○○市○○X-XX-XX

I1本年金擬榔○○○○○○

○○○○グループ担当○○

砿話XX-XXXX－XXXX

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について(再依頼)】

平成年月 H

○○○○様

日本年金維僻

○○○○○○○○

障害年金にかかるH術龍活状況等の照会について（樗依執）

日頃より年鰄{ﾘ度の運営に対するご理解とご協力をいただき、ありがとう

ございます。

先に〔鯖求／刷網〕がありました『○○○○○○』を群交したところ、日

常生活や就労の鰈しい状況に間する確誰が必要となりましたので、過I1、 「H

術生活及ひ職労にI開する戦況について（照会)jのご提出をお願いする欝而を

鐙送りしているところですが、××月××|I現在、提出の確鰡ができていな

いことから、再度ご述絡させていただきました．

つきましては、同封しました『日術生活及び縦労に淵する状況について(I1!{

会)」をご記入の上、下記の拠出期限までに擬出をお願いします，

提出期限平成×茎年xXHXXm

お手数をおかけしますが、ご協力のほ造よろしくお獣い致しますc

なお、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください、

※本状と行き遮いですでにご提出いただいている場合は、ご容赦顔います。

※提出期限までに提出がない嶋合は、現在提出していただいている識瓶の

みで審査を進めさせていた超く嶋合がありまずので、ご承掬lおきく麓さい。

【お問い合わせ先】

〒×××一××××

○○市OOx－××－××

日本年金朧構OOOooO

OoOoグループ 担当O○

電話××××××××××

司

Bl
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匿霊調機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

4返戻

4－2返戻後の再受付

口返戻後､再受付した届書は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシールを活

用し､年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態｢返戻後

の再受付｣を登録する。

口返戻された届書を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

惨照】
書類の廃棄にかかる取扱
いについては、 【品管指2
015-64】を参照

返戻中専用の黄BOXに保管されている返戻書類(控え)を廃棄する場合は、

施錠可能な保管場所に4月保管の上､廃棄する。

－コ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

L

－

90
障害年金審査業務マニュアル

第逗章

年金鯖求害i国鴎隼金障害基鍵年金）I犠式↑価7割

5。 認定後審査”入力



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

5認定後審査・入力

5－1 認定後審査

既に事前審査において審査した内容と重複する部分があるが､事故防止

のため再度確認する。

(1)認定結果の確認

口認定結果が｢国民年金･厚生年金保険障害認定基準｣や既に処分済の

内容と整合性があるか確認を行う。

口認定調書に記載されている診断書ｺｰドと傷病ｺｰドの整合性を確認す

る｡また､「事務連絡｣、｢認定結果｣、「理由及び摘要｣の欄を確認し､受

給権発生後の｢等級改定｣、「診断書ｺｰド追加｣、｢差引き率｣又は｢別年

金｣の決定や｢併合認定｣等がないかについても確認する。

年金請求書④欄で｢請求傷病｣を確認する。

請求傷病ごとにそれぞれ認定が行われていることを確認する。

書類を整理して綴じる。

(2)年金給付受付システムへの登録

’

(3)資格要件

口初診日において次のいずれかに該当しているか確認を行う。

・国民年金の被保険者であること。

・国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し､か

つ､60歳以上65歳未満であること。

国年法30条

(4)納付要件の確認

口請求傷病の初診日により､納付要件を確認する。

障害基礎年金を受給するための保険料納付要件は､次のいずれかに該当する

ことが必要である。

①初診日の前日において､初診日の属する月の前々月までの保険料納付済

期間と保険料免除期間を合算した期間が､被保険者期間の3分の2以上であ

る場合(3分の2要件）

計算方法は､次のとおり。

保険料納付済期間十保険料免除期間〉2

初診臼が平成3年5月1
日前の時は、月の前々月
は目前における直近の基

準月（1，4，7， 10
園）の前月とする。

被保険者期間(保険料を納付すべき期間） 3

小数点まで計算の上､2/3＝0.6666･･･と比較する。

ア3号特例期間を有する場合は､｢3号特例届出年月曰く初診日｣であるこ

と
画
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

イ免除期間を有する場合は､｢免除申請年月曰く初診日｣であること

ウー部免除については､当該月が一部保険料納付済期間で､かつ、「納付

年月曰く初診日｣であること

②平成38年4月1日前に初診日がある場合は､初診日の属する月の前々月ま

での直近の1年間における被保険者期間が全て保険料納付済み期間と保険料

免除期間である場合(直近1年要件）

ただし､初診日において65歳未満である者に限る｡（※注）

（※注)初診日が平成8年4月1日前にある傷病による障害であって､当該初診日に

おいて6改附11条1項の規定による被保険者(65歳以上の国年任意加入被

保険者)でなかった者は､ただし書に該当しない。

惨照］

60改附20条1項

60改附21条
61措置令28条の2

(保険料納付済期間）

①国民年金第1号被保険者期間及び昭和61年3月3旧以前の国民年金被

保険者期間のうち､保険料を納付した期間(任意加入被保険者期間を含む）

②国民年金第2号被保険者期間(20歳前と60歳以後の期間も含む）

③国民年金第3号被保険者期間

④昭和61年3月31日以前の被用者年金制度の加入期間(昭和36年3月31

日以前の期間及び20歳前と60歳以後の期間も含む）

(保険料免除期間）

①国民年金第1号被保険者期間及び昭和61年3月31日以前の国民年金被

保険者期間のうち鶴保険料の全額免除を受けた期間

②国民年金第1号被保険者期間のうち､平成14年4月からの保険料の半額免

除を受けた期間

③学生の保険料納付特例､若年者の保険料納付猶予を受けた期間のうち､保

険料を追納しなかった期間

保険料納付済期降保険
料免除期間は､老齢基礎
年金の場合と異なるので
注意する。

平成17年4月から承認

期間の遡及に伴い、初診
日より前に申請があった
場合の申請日以降の期間

は、保険料免除期間とさ
れることとなった。

平成18年7月から多段
階免除の導入によりS/4
免壗1“免除期間も含

まれる。（初診日の前日に
おいて納付されているこ
と）

●任意加入未納期間の取扱い

平成26年4月.|日より､老齢年金等の支給要件の確認においては､60歳未満の

国民年金任意加入未納期間をあらたに合算対象期間に算入することとなったが､障

害年金の納付要件の判定においては､従前通り当該期間を国民年金の被保険者期

間として取り扱うとともに保険料未納期間として取り扱うことに留意すること。

一
6
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

ﾛ

【特定期間の取扱い】

平成25年7月1日に｢公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律｣(平成25年法律第63号｡以下

「厚年法等改正法｣という｡）が施行され､3号被保険者とされていた被保険者

期間(平成25年6月以前の保険料納付済期間(3号特例該当届による届出期

間を除く｡）に限る｡）のうち､第1号被保険者の被保険者期間として訂正がなさ

れた期間であって､保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅している期

間(以下｢時効消滅不整合期間｣という｡）について届出をすることで､保険料納

付要件を計算するにあたり､保険料免除期間(学生納付特例の期間)と同等の

ものとして取り扱われることとなった。

納付要件を確認する際に､特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の

期間)として算入することのできる条件は次のとおり。

８
９
２
※
ｇ

壺
冒
龍
翠

Ｊ
２
２
２

１
１
１

０
０
０

》
》
》

照参Ｋ

要件

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期
間)として算入できない。

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期
間)として算入できる。

特定期間該当届が初診日の前日以前に提出され
ていること､又は､初診日以後に不整合期間の訂正

がなされていること。

特定期間該当届が初診日の前日以前に提出され
ていること。

初診日

平成25年6月26日(公布日）
より前

平成25年6月26日以後､平

成25年9月30日までの間

平成25年10月1日以後､平

成30年3月31B(特定保険

料納付期限)までの間

平成30年4月1日以後
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】

5認定後審査・入力

【国民年金の障害年金にかかる保険料納付要件】

(1)障害基礎年金の保険料納付要件(初診日が昭和61年4月以降の障害認定日請求･事後重症請求）

’初診日において国民年金の被保険者であった場合及び被保険者でなかった場合初診日

次のいずれかに該当していること。

①初診日の前日において､当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、

7月、10月)の前月までに被保険者期間があり､かつ､当該被保険者期間にかかる保険

料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2を満たしていること。

S61.4.1

1

H3．4.30
②初診日の前日において､当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月、

7月、10月)の前月までの1年間に滞納がないこと。

次のいずれかに該当していること。

①初診日の前日において､当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
かつ､当該被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期

間が3分の2を満たしていること。

H3.5.1

1

H7.3.31 二毛凸 回､ 〆

②初診日の前日において､当該初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないこ

と。

次のいずれかに該当していること。

①初診日の前日において､当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、

かつ､当該被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期

間が3分の2を満たしていること。

H7.4.1

1

H38.3．31
②初診日の前日において､当該初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないこ

と､かつ､65歳未満であること。

＜注意＞

平成7年4月1日以降は､65歳以上においても国民年金の第1号被保険者(国民年金任意加入)が存在す

ることとなったが､障害基礎年金における要件は､本来の3分の2要件のみとし､直近1年要件は認められない。

しかし､障害厚生年金においては､65歳以上であっても､平成7年4月1日から平成8年3月31日までに初診

日のある傷病については､直近1年要件が認められている｡（61措置令28条の2）

＝－国
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

(2)旧法障害年金の納付要件(初診が昭和61年4月前の障害認定日請求･06年金）
参考納付要件納付要件をみる時点障害認定日初診日

’S36. 4. 1

1

S39. 7.31

傷病が治った日(症状

が固定した日）

※納付要件は国年期間のみで

厚年,共済は含まない
初診日の前日 A要件

S39. 8｡ .l

I

S41. 11.30
初診日から起算して3

年を経過した日

(3年以内に症状が固

定した日）
S41. 12. 1

1

S49. 7.31

※納付要件は国年期間のみで

厚年･共済は含まない
B要件

受発はS52.8.1(初診日から起

算して1年6月で受発する場合）

※納付要件は国年期間のみで

厚年･共済は含まない

S49. 8. 1

1

S51. 1．31

障害認定日の前日初診日から起算して1

年6月を経過した日又

は3年を経過した日

(1年6月又は3年以内

に症状が固定した日）

B要件

S51. 2. 1

1

S51. 9.30

※納付要件は国年期間のみで

厚年･共済は含まない
B要件

S51 . 10. 1

1

S59. 9.30

※C要件の③のみ､納付要件に

厚年･共済を含む
C要件初診日から起算して1

年6月を経過した日

(1年6月以内に症状が

固定した日）

初診日の前日
C要件

又は

新法要件

S59． 10｡ 1

1

S61. 3.31

※C要件の③と新法要件には厚

年･共済を含む

※昭和39年8月1日前に初診日のある傷病は注童(昭和39年改正法附則第2条参照）

※昭和41年12月1日前に初診間がある傷病は注意(昭和41年改正法附則第3条参照）

53年金）(3)障害基礎年金の納付要件(初診が昭和61年4月前の事後重症請求。
H■

参考納付要件納付要件をみる時点障害認定日初診日

障害認定日の前日初診日から起算して3

年を経過した日

(3年以内に症状が固

定した日）

61措置令31条

※納付要件は国年期間のみで

厚年･共済は含まない

S36｡ 4． 1

1

S49. 7.31

B要件

障害認定日の前日

又は

初診日の前日

61措置令31条

※C要件③のみ納付要件に厚

年･共済を含む

S49． 8. 1

1

S51. 9.30

B要件

C要件

初診日から起算して1

年6月を経過した日

(1年6月以内に症状が

固定した日）

61措置令31条

※C要件の③のみ､納付要件に

厚年･共済を含む

S51. 10. 1

1

S59. 9.30

C要件

初診日の前日

61措置令29条

※C要件の③と新法要件には厚

年･共済を含む

C要件

又は

新法要件

S59．10． 1

1

S61. 3.31

ロ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】
5認定後審査・入力

4

<A要件＞

①初診日の属する月の前月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間が15年以上であるか､又はその保険料納

付済期間が5年以上であり､かつ､その被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものの3分の2以上を占めること

②初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月、7月、10月)の前月まで引き続き3年間被保険者であり､か

つ､その期間の全てが保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること

③初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、 10月)の前月まで引き続き1年間被保険者であり､か

つ､その期間の全てが保険料納付済期間で満たされていること

④初診日の属する月の前月までの被保険者期間につき､26条に規定する要件に該当していること

＜A要件＞

①初診日の属する月の前月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間が15年以上であるか､又はその保険料納

付済期間が5年以上であり､かつ､その被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものの3分の2以上を占めること

②初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月、7月、10月)の前月まで引き続き3年間被保険者であり､か

つ､その期間の全てが保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること

③初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、10月)の前月まで引き続き1年間被保険者であり､か

つ､その期間の全てが保険料納付済期間で満たされていること

④初診日の属する月の前月までの被保険者期間につき､26条に規定する要件に該当していること

<B要件＞

①障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間が15年以上であるか､又はその保険

料納付済期間が5年以上であり､かつ､その被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものの3分の2以上を占めるこ

と

②障害認定日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、10月)の前月までの被保険者期間が3年以上であ

り､かつ､その被保険者期間のうち最近の3年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること

③障害認定日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、10月)の前月までの被保険者期間が1年以上であ

り､かつ､その被保険者期間のうち最近の1年間が保険料納付済期間で満たされていること

④障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間につき､26条に規定する要件に該当していること

＜B要件＞

①障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間が15年以上であるか､又はその保険

料納付済期間が5年以上であり､かつ､その被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものの3分の2以上を占めるこ

と

②障害認定日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、10月)の前月までの被保険者期間が3年以上であ

り､かつ､その被保険者期間のうち最近の3年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること

③障害認定日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、10月)の前月までの被保険者期間が1年以上であ

り､かつ､その被保険者期間のうち最近の1年間が保険料納付済期間で満たされていること

④障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間につき､26条に規定する要件に該当していること

<C要件＞

①初診日の属する月の前月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間が15年以上であるか､又はその保険料納

付済期間が5年以上であり､かつ､その被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものの3分の2以上を占めること

②初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、10月)の前月までの被保険者期間が3年以上であり､か

つ､その被保険者期間のうち最近の3年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること

③初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、 10月)の前月までの通算年金通則法第4条第1項各号

に掲げる期間を合算した期間が1年以上であり､かつ､同月までの1年間のうちに保険料納付済期間以外の被保険者期

間がないこと

④初診日の属する月の前月までの被保険者潮間につき26条に規定する要件に該当していること

＜C要件＞

①初診日の属する月の前月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間が15年以上であるか､又はその保険料納

付済期間が5年以上であり､かつ､その被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものの3分の2以上を占めること

②初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、10月)の前月までの被保険者期間が3年以上であり､か

つ､その被保険者期間のうち最近の3年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること

③初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月、10月)の前月までの通算年金通則法第4条第1項各号

に掲げる期間を合算した期間が1年以上であり､かつ､同月までの1年間のうちに保険料納付済期間以外の被保険者期

間がないこと

④初診日の属する月の前月までの被保険者潮間につき26条に規定する要件に該当していること

＜新法要件＞

①初診日の前日において､当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月､7月、 10月)の前月までに被保
険者期間があり､かつ､当該被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2
を満たしていること

②初診日の前日において､当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月､10月)の前月までの1年

間に滞納がないこと

＜新法要件＞

①初診日の前日において､当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月､7月、 10月)の前月までに被保
険者期間があり､かつ､当該被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2
を満たしていること

②初診日の前日において､当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月､4月､7月､10月)の前月までの1年

間に滞納がないこと

＜注意＞

A～Gに該当せず､旧国年法56条の次の納付要件に該当する場合は､障害福祉年金の受給権が発生する。

①初診日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが5年以上であり､かつ､その期間

のうちの保険料納付済期間城その期間の3分の2以上を占めること

②初診日の前日まで引き続く被保険者期間であった期間にかかる保険料の滞納がないこと
や
●
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